
 

   伊豆市低入札価格調査制度による調査等実施要領 

制定 平成28年５月31日 伊豆市訓令第７号 

改正 令和６年 月 日 伊豆市訓令第 号 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、伊豆市が発注する建設工事（建設業法（昭和24年法律第100号）第２条第１項に

規定する建設工事をいう。以下同じ｡)の競争入札を行う場合において、伊豆市契約事務規則（平成

16年伊豆市規則第146号）第27条（第39条において準用する場合を含む｡)の規定により、契約を行お

うとする場合について、必要な事項を定める。 

（調査の対象) 

第２条 この調査の対象となる建設工事は、予定価格が5,000万円以上の建設工事及び総合評価落札

方式の適用を受ける建設工事とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。 

２ この調査の対象者は、低入札価格調査を行う場合の基準となる価格(以下「調査基準価格」とい

う。)を下回った入札を行った者（以下「調査対象者」という｡)とする。 

（調査基準価格の設定及び算定) 

第３条 調査基準価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる算定額の合計額（千円未満の端数

切捨て）に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に10分の９．２を乗じて

得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の９．２を乗じて得た額（千円未満の端数切捨て）

とし、予定価格に10分の７．５を乗じた額に満たない場合にあっては予定価格に10分の７．５を乗

じて得た額（千円未満の端数切上げ）とする。 

⑴ 直接工事費の額に10分の９．７を乗じて得た額 

⑵ 共通仮設費の額に10分の９を乗じて得た額 

⑶ 現場管理費の額に10分の９を乗じて得た額 

⑷ 一般管理費の額に10分の６．８を乗じて得た額 

２ 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、契約ごとに調査基準価格を 

予定価格に10分の７.５から10分の９.２までの範囲内において適宜の割合を乗じて得た額とするこ 

とができる。 

３ 前２項において定める調査基準価格は、予定価格を記載する書面の下部に「調査基準価格○○円」 

と記載し、さらに、当該調査基準価格に110分の100を乗じて得た金額を「調査基準価格入札比較価 

格○○円（消費税抜き）」と記載する。 

（入札参加者への周知） 

第４条 この調査制度の円滑な運用を図るため、市長は、伊豆市入札心得の条文を熟読することを入

札参加者に促すとともに、公告等に次の事項を明示し、問題が発生しないように配慮する。 

⑴ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の10第１項の適用があり得ること。 

⑵ 調査基準価格を下回った入札が行われた場合の入札終了の方法及び結果の通知方法に関する

こと。 

⑶ 調査基準価格を下回った入札を行った者は、落札候補者であっても落札者とならない場合があ

ること。 

⑷ 調査基準価格を下回った入札を行った者は、事後の事情聴取に協力すべきこと。 

（契約締結における条件） 

第５条 調査対象者が落札した場合は、次に掲げる事項を契約締結の条件とする。 

⑴ 契約保証金は、請負代金額の10分の３以上とすること。 

⑵ 主任技術者（監理技術者）とは別に、建設業法第26条第１項又は第２項に規定する者と同等以

上の技術者を専任で静岡県交通基盤部監修の土木工事共通仕様書を準用する工事の場合及び農

林土木工事共通仕様書を準用する工事のうち土木工事の場合は２名、その他の工事の場合は１名

現場に補助技術者として配置し、主任技術者（監理技術者）を補助し工事の品質確保に努めるこ



 

と。ただし、市長が、特に必要と認める場合は、補助技術者を、監理技術者資格を有する者とす

ることができる。 

⑶ 現場代理人、主任技術者（監理技術者）、専門技術者及び補助技術者は、これを兼ねることがで

きない。 

（落札決定の保留） 

第６条 入札の結果、調査基準価格を下回った入札が行われた場合には、落札決定を保留し、低入札

価格調査を行い後日決定する旨を告げて、入札を終了する。 

（調査の実施） 

第７条 前条の入札に係る建設工事の施工を監督する課長(以下「工事担当課長」という｡)は、当該調

査対象者がその価格によっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められ

るか否かについて、次の項目により調査対象者からの事情聴取、関係機関への照会等の調査を行う

ものとし、市長は、調査対象者に対してその旨通知する。 

⑴ その価格により入札した理由 

⑵ 入札金額の積算内訳 

⑶ 契約対象工事付近における手持工事の状況 

⑷ 配置予定技術者 

⑸ 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件） 

⑹ 手持資材の状況 

⑺ 資材購入先及び購入先と入札者との関係 

⑻ 手持機械数の状況 

⑼ 労務者の具体的供給見通し 

⑽ 過去に施工した公共工事名及び、発注者及び成績状況 

⑾ 建設副産物の搬出地 

⑿ 経営内容、会社の概要 

⒀ 経営状況 取引金融機関、保証会社等への照会 

⒁ 信用状況 建設業法違反の有無、賃金不払の状況、下請代金の支払遅延状況、その他 

⒂ 前各号に掲げる項目のほか、市長が必要と認めた事項 

２ 前項の規定により通知を受けた調査対象者が市長の指定した期日までに別に定める低入札価格調

査マニュアル(以下「調査マニュアル」という｡)に定める意向確認書を提出し、これを受理した場合

は、当該調査対象者の入札を無効とする。 

３ 第１項の調査の実施方法等については調査マニュアルによるものとする。この場合において、調

査対象者は、調査マニュアルに定める様式による調査項目をもれなく記入し、市長の指定した期日

までに提出しなければならない。 

４ 調査は、複数の調査対象者について並行して行うことができる。 

（調査期間） 

第８条 第６条の規定により落札決定を保留とした場合には、工事担当課長は、直ちに前条に掲げる

調査を行うものとし、調査マニュアルの様式が提出されたときは、速やかに調査を完了させるもの

とする。 

（適合した履行がされると認められる場合の措置） 

第９条 市長は、工事担当課長の調査の結果、最低価格入札者がした入札価格により契約の内容に適

合した履行がされると認めたときは、直ちに最低価格入札者に落札した旨を通知するとともに、他

の入札者全員に対してその旨を知らせるものとする。 

（適合した履行がされないおそれがあると認められる場合の措置） 

第10条 工事担当課長は、調査の結果、調査対象者がした入札価格によっては契約の内容に適合した

履行がされないおそれがあると認めたときは、調査の結果及び意見を記載した書面により、副市長、



 

工事担当部長及び契約担当課（室）長（以下「契約審査委員」という｡)に、意見を求めなければな

らない。 

（契約しない場合の判断基準） 

第11条 工事担当課長は、次の各号のいずれかの項目に該当する場合は契約の内容に適合した履行が

されないおそれがあると判断するものとする。項目の詳細については、別表のとおりとする。 

⑴ 市長が指定した期日までに調査資料が提出されない場合 

⑵ 入札価格（工事費）内訳書の工事価格と入札価格が一致していない場合 

⑶ 下請予定業者からの聞取り調査の結果と下請見積書等の金額が一致していない場合 

⑷ 設計図書に計上した設計数量を満足していない場合 

⑸ 安全管理体制が十分確保できるための安全費等が適正に計上されていない場合 

⑹ 材料や製品の品質・規格が、設計仕様に適合しない場合 

⑺ 作業効率等が施工不可能なものである場合 

⑻ 建設副産物の処理方法や処理費用が適正でない場合 

⑼ 入札価格が数値的判断基準（契約しない基準額）を下回った場合 

⑽ 契約締結の条件を履行できない場合 

⑾ 上記のほか、適正な工事の履行がなされないおそれがあると認められる場合 

 （契約審査委員の審査及び意見の表示） 

第12条 契約審査委員は、工事担当課長から意見をもとめられたときは、審査を行い、書面によって

意見を表示するものとする。この場合の意見は、多数決によるものではなく、個別の意見を表示す

る。 

（契約審査委員の意見に基づく適合した履行の判断等) 

第13条 契約審査委員の表示した意見のうち、２人以上の意見が工事担当課長の意見（その価格をも

っては契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる意見）と同一であった場合

は、市長は、最低価格入札者を落札者とせずに、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みを

した他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者（複数の調査対象者がある場合は、次の低価

格の入札者で第９条の規定による適合した履行がされると認められた者を含む。）（以下「次順位者」

という｡)を落札者とする。 

２ 工事担当課長は、契約審査委員の表示した意見のうち、２人以上の意見が自己の意見と異なった

場合においても、なお、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたことについて

の合理的な理由があるときは、次順位者を落札者とすることができる。 

（監督検査体制の強化等） 

第14条 第９条の規定により調査対象者が落札した場合においては、次に掲げる措置をとるものとす

る。 

⑴ 施工体制台帳、下請負人通知書の提出及びその内容のヒアリング 

   工事担当課長は、請負業者に対して、施工体制台帳及び下請負人通知書の提出を求めるものと 

する。施工体制台帳及び下請負人通知書の提出に際しては、必要に応じて請負業者からその内容 

についてヒアリングを行うものとする。 

⑵ 施工計画書の内容のヒアリング 

   工事担当課長は、共通仕様書に基づき施工計画書を提出させる際に必要があると認めるときは、 

請負業者から、その内容についてヒアリングを行うものとする。 

 ⑶ 重点的な監督業務の実施 

   監督員は、当該工事に係る監督業務において、段階確認、施工の検査等を実施するに当たって 

は、立会することを原則として、入念に行うものとする。また、あらかじめ提出された施工体制 

台帳及び施工計画書等の記載に沿った施工が実施されているかどうかの確認を併せて行うものと 

し、実施の施工が記載内容と異なるときは、その理由を現場代理人等から詳細に聴くものとする。 



 

 ⑷ 労働安全担当機関との連携 

   工事担当課長は、安全な施工の確保及び労働者への適正な賃金支払の確保の観点から必要があ 

ると認めるときは、労働基準監督署の協力を得て、施工現場の調査を行うものとする。 

⑸ 品質証明の実施 

  「農林土木工事共通仕様書」又は「土木工事共通仕様書」を適用する工事においては、契約金額 

に関わらず各仕様書に規定する品質証明工事の対象とする。 

（特記仕様書への明示等） 

第15条 前条第１項、第２項及び第５項に掲げる措置を講ずることに伴い、次に掲げる事項を特記仕

様書において明示するものとする。 

⑴ 施工体制台帳、下請負人通知書の提出及びその内容のヒアリング 

① 調査対象者が落札した場合においては、請負者は工事担当課長の求めに応じて、施工体制台 

帳及び下請負人通知書を工事担当課長に提出しなければならないこと。 

② ①の書類の提出に際して、その内容のヒアリングを工事担当課長から求められたときは、請

負者は応じなければならないこと。 

⑵ 施工計画書の内容のヒアリング 

   調査対象者が落札した場合においては、仕様書に基づく施工計画書の提出に際して、その内容 

のヒアリングを工事担当課長から求められたときは、請負者は応じなければならないこと。 

⑶ 品質証明の実施 

    調査対象者が落札した場合において、「農林土木工事共通仕様書」又は「土木工事共通仕様書」

を適用する工事においては、各仕様書に規定する品質証明工事の対象となること。 

２ 前条第１項、第２項及び第５項は、特記仕様書へ記載することにより、契約の一部となるもので

あり、請負者が前条第１項、第２項及び第５項に違反して、施工体制台帳等を提出せず、又はヒア

リングに応じなかった場合には、伊豆市工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱（令和元年

伊豆市告示第66号）別表第１第４号に該当する場合がある。 

 （閲覧に供する書面への特記） 

第16条 第９条の規定により調査対象者が落札した場合においては、当該工事に係る入札結果等を公

表する際に、閲覧に供する入札結果表の写しに「低入札価格調査制度調査対象工事」と記載するも

のとする。 

附 則 

この訓令は、平成28年６月１日から施行し、平成28年６月１日以後に、入札公告又は指名通知を行

うものから適用する。 

附 則 

この訓令は、令和元年10月１日から施行し、令和元年10月１日以後に、入札公告又は指名通知を行

うものから適用する。 

附 則 

この訓令は、令和４年４月１日から施行し、令和４年４月１日以後に、入札公告又は指名通知を行

うものから適用する。 

   附 則（令和６年 月 日 伊豆市訓令第 号） 

 この訓令は、令和６年２月１日から施行し、令和６年２月１日以後に、入札公告又は指名通知を行

うものから適用する。 

  



 

別表 （第11条関係） 

契約しない場合の判断基準 

項    目 内          容 

(１) 市長が指定した期

日までに調査資料

が提出されない場

合 

ア 入札価格（工事費）内訳書の根拠となる、より詳細な積算内訳

書が、開札当日または市長が指定した期日までに提出されない

場合。 

イ 前記ア以外の調査資料が、市長が指定した日時までに提出さ

れない場合。なお、提出期限は通知した翌日から起算して土日を

含む７日目の午後５時とし、国民の祝日に関する法律(昭和23年

法律第178号)に定める休日、年末年始等の休日は含まない。提出

方法は、持参か郵送（期限までの必着）とする。 

ウ 前記資料については、提出期限後の差し替え及び再提出は認

めない。 

  ただし、市長が必要な添付書類を提出するよう指示をした場

合は、このかぎりでない。 

(２) 入札価格（工事費）

内訳書の工事価格

と入札価格が一致

していない場合 

ア 入札価格（工事費）内訳書の工事価格と入札価格が一致してい

ない場合 

イ 入札価格（工事費）内訳書の工事価格と積算内訳書が一致して

いない場合 

 ただし、単に記入間違いであることが明らかな場合、または、軽

微な間違いの場合で入札価格に影響がない場合を除く 

(３) 下請予定業者から

の聞取り調査の結

果と下請見積書等

の金額が一致して

いない場合 

ア 下請予定業者からの聞取り調査の結果と下請見積書等の金額

が一致していない場合 

イ 下請予定業者からの見積書等の総額が入札価格を上回る場合 

ウ 下請予定業者からの見積書等下請に係る費用の根拠となって

いる資料が確認できない場合、特に重要と認める資材等につい

ては実績のある納品書や請求書等を提出すること 

  ただし、公表単価及び県の標準単価と比較して大きな差異が

ない価格で積算されている場合は除く 

(４) 設計図書に計上し

た設計数量を満足

していない場合 

ア 設計図書に計上した設計数量が、入札価格に反映されていな

い場合 

(５) 安全管理体制が十

分確保できるため

の安全費等が適正

に計上されていな

い場合 

ア 設計図書で計上された交通誘導員に係る費用が計上されてい

ない場合 

イ 設計図書で示された交通誘導員の配置計画と異なる場合に、

その積算根拠が明確でない場合 

(６) 材料や製品の品質・

規格が、設計仕様に

適合しない場合 

ア 材料や製品について、発注者が示した設計仕様に適合した品

質・規格を満足していない場合 

(７) 作業効率等が施工

不可能なものであ

る場合 

ア 使用予定機械の施工能力以上の日当たり施工量等により入札

価格を積算している場合 

イ 現場条件等から物理的に不可能な使用予定機械の編成による

日当たり施工量等で入札価格を積算している場合 



 

(８) 建設副産物の処理

方法や処理費用が

適正でない場合 

ア 建設副産物について、適正な処理費用が計上されていない場

合 

イ 建設副産物の処理費用が計上されている場合にあっても、当

該処理費用算出根拠が示されない場合、又過去の取引実績より

今回取引予定額が低額である場合において、その根拠が明確で

ないなど不当に低額な費用を計上している場合 

(９) 入札価格が数値的

判断基準（契約しな

い基準額）を下回っ

た場合 

ア 調査基準価格入札書比較価格に10分の８を乗じて得た額（千

円未満切捨て）を下回った場合 

(10) 契約締結の条件を

履行できない場合 

ア 第５条で定めた契約締結の条件を履行できない場合 

(11) 上記のほか、適正な

工事の履行がなさ

れないおそれがあ

ると認められる場

合 

 

 


